
1,300
夕食代 朝食代
500 300

洗濯代 オムツ代
150/ 枚100/ 回

1 泊の利用について宿泊サービスおよび
夕食費、朝食費はセットでの利用となります。

※宿泊サービスは定期的な通所介護を利用されている契約者様への臨時的なサービスとなります。

 

〔一日あたり〕基本単位 利用料金
利用者負担金
（1割）

利用者負担金
（2割）

利用者負担金
（3割）

要介護１

要介護 2

要介護 3

要介護 4

要介護 5

655

773

896

1,018

1,142

6,726 円

7,938 円

9,201 円

10,454 円

11,728 円

673 円

794 円

921 円

1,046 円

1,173 円

1,346 円

1,588 円

1,841 円

2,091 円

2,346 円

2,018 円

2,382 円

2,761 円

3,137 円

3,519 円

 

加算名称 基本単位 利用料金 介護保険自己負担額
入浴介助加算Ⅰ

処遇改善加算Ⅰ

通所介護送迎減算

40 410 円 41 円（1割） 82 円（2割） 123 円（3割）
会社全体での処遇改善加算Ⅰを取得いたしました。介護報酬総単位数の 5.9％が加算されます。
その 1割、2割または 3割を負担して頂きます。尚、この加算は区分支給限度基準額の算定からは除外されます。

-47 施設の送迎車を使用しない場合の減算です。（ご家族送迎などの場合）
片道につき該当単位分を減算します。（利用実績に反映します）

特定処遇改善加算Ⅱ 介護報酬総単位数の 1.0%が加算されます。その 1割、2割または 3割を負担して頂きます。
尚、この加算は区分支給限度基準額の算定からは除外されます。

口腔機能向上加算Ⅰ
口腔機能が低下している又はその恐れのある利用者に対し、看護職員等が共同して口腔機能改善管理指導計画を作成し、
計画に基づく適切な口腔機能向上サービスの提供、定期的な評価、計画の見直し等の一連のプロセスを行います。
150 単位／回　尚、要介護は月 2回まで、要支援は月 1回まで算定可



基　本　設　備


